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モ ンゴルの特別支援教育に関する状況報告

The state of special needs education in M ongolia. 

石 倉 健 二* G バト ツェ ンゲル** C バイ ガルマー** S. バト ヒ シグ***
ISHIKURA Kenji, Gelen BATTSENGEL, Chuluunbaatar BAIGALMAA, Sed-AyushJav BATKHISHIG 

Programs for special needs education are rapidly being established in M ongolia. For example, a l -year post-graduate course 

in special needs education was established at the M ongolian National University of Education in 2013, and plans are in place 

for a 4-year course beginning in 2015. In addition, committees charged with diagnosing children's disabil ities and providing 

early support have been established. While these actions represent large steps forward, the following five issues sti ll need to 

be addressed: (1) methods and systems for diagnosing and certifying disabilities are required; (2) precise statistical surveys 

need to be conducted on children with disabilities; (3) a national center for special needs education needs to be developed; 

(4) teacher training that includes special needs education is necessary; and (5) curricula for special needs schools must be ex- 

amined. 
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は じ めに

石倉 (2012、 2013) の報告後も、 モ ンゴルの障害児者

を取り 巻く 状況は大き く 変わり 続けている。 兵庫教育大

学特別支援教育 GP 国際協力 プロ グラ ム (2009年度~ 
2011年度) と兵庫教育大学学内 GP (2012年度) の事業

終了後も、 モ ンゴル国立教育大学 ( (Mongolian National 
University of Education. 以下“MNUE”) と兵庫教育大学

(以下 “本学” ) の研究交流は継続 し てい る。 まず2013 
年12月に MNu E と本学と の研究交流協定が締結さ れ、

2014年からは国費外国人留学生 (研究留学生) と し て

MNUE 大学院生 4 名を受入れ、 いずれも2015年度には

本学大学院修士課程に入学し ている。

こ のよ う な MNUE と 本学の研究交流の進展に歩調 を

合わせるかのよ う に、 モ ン ゴルにおけ る特別支援教育に

関す る体制整備が急 ピ ッ チで進 んでい る。 本報告は、

2015年 1 月時点でのモ ンゴルの特別支援教育の体制整備

に関する状況と今後の課題についてま と めたものである。

なお、 モ ンゴルと日本では 「障害」 「障害児教育」 「特

別支援教育」 「イ ンクルーシフ教育」 「障害児学校」 「特

別支援学校」 な どの関連する概念や用語が異なる。 その

ため本報告では、 診断の有無や基準に関わら ず、 モ ン ゴ

ルにおい て何 ら かの障害があ る と みな さ れてい る状態 を

「障害」 と 表記す る。 ま たそう し た子 ども達のための教

育 を 「特別支援教育」、 そ れを実施す る ための学校 を

「特別支援学校」、 学級を 「特別支援学級」 と表記するこ

と と する。 

1 . モ ンゴルの障害児者に関連する諸状況

( 1 ) 学校教育について

モ ンゴルの学校の学年は 9 月に始まり 6 月に終わる。 

そのため、 例えば2014年 9 月から2015年 6 月までの期間

は、 「2014年から2015年の学習期間」 という 呼び方がな

さ れる。 ま たその年の 1 月から12月に生ま れた者が 9 月
に入学するこ と と なるため、 2014年 9 月に入学するのは

2014年 1 月から12月に生まれた者になる。

保育園 (又は幼稚園) が対象にしているのは 2 歳~ 6 
歳で、 2 歳までは親が家庭でみる と いう ス タイ ルが一般

的という こ と である。 2008年からは、 小学校 5 年間、 中

学校 4 年間、 高等学校 3 年間の12制と なった。 小学校と

中学校が義務教育であるが、 高等学校まで無償で教育 を

受け るこ と ができ る。

モ ンゴル教育科学省が発行 した 「教育分野の2013年か

ら2014年の学習期間における統計データ第 1 (2014) 」
によ れば、 モ ン ゴル全土での学校数は表 1 に示すよ う に

756校で、 そのう ち128校は私立である。 モ ンゴルでは、

教育機関は元々全て国立学校であっ たが、 近年では私立

学校も増え てい る状況である。

また同 じ資料によ れば、 学校に在籍す る児童生徒数は

表 2 に示す と おり であ る。 なおこ の表に示 さ れてい る者

以外に、 「夜間生 (何ら かの事情があ っ て通常の昼間の

学校に行けなかった者が改めて夜間に通う 学校で学ぶ者) 」
が588人、 「短期生 (草原な どの不便な所に住んでい るた

めに通学するこ と ができ ない子 ども達を対象に 1 ヵ月程
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表1 2013-2014年のモンゴル全土の学校数
(単位 : 校) 

表2 

学校数 

小学校 61 
中学校 130 
高校 522 
1-12年生一貫校 43 
合計 756 

2013-2014 年のモ ンゴル全土の児童生徒数
(単位 : 人) 

国立 私立 合計 

小学校 225,563 13,726 239,289 
中学校 156,340 8,293 164,633 
高校 86,467 6,633 93,100 
合計 468,370 28,652 497,022 

度の短期間、 学校の宿舎に滞在させて行う 教育ス タイ ル

で学ぶ者) 」 が973人いるこ と が示さ れている。 

( 2 ) 特別支援教育について

モ ンゴルにおける特別支援教育は、 第 1 学校 (通常の

学校) の中に聴覚障害児のための特別支援学級が、 第24 
学校 (通常の学校) の中に知的障害児のための特別支援

学級がそれぞれ1962年に設置 さ れたこ と に始ま る。 そ し

て1964年には第29学校 (聲学校) が設立された。 この時

には、 旧 ソ連やハ ンガリ ーな どでの特別支援教育の知見

を も と に、 教育 プロ グラ ムやカ リ キ ュ ラ ム、 教室な どが

設け ら れた。 また旧 ソ連やハ ンガリ ーに、 モ ン ゴルから

特別支援教育 を学ぶために教員が派遺さ れた。

その後、 1970年代から1980年代の終わり頃までに、 モ

ンゴルの特別支援教育は積極的な発展時期を迎え る。 す

な わち ウ ラ ンバ ー ト ル市 (以下 “UB 市” ) 、 ダルハ ン

市、 エルデネ ト市に特別支援学校が設立さ れ、 学校と し

ての環境が整え ら れるよ う にな っ た。 ま た、 教育科学省

では特別支援教育を担当する専門部課が作ら れ、 研究セ

ン タ ーも 設け ら れた。 さ ら に、 特別支援教育 を担当す る

教員 を養成す る ために、 旧 ソ連やハ ン ガリ ーに毎年、 教

員 を派遣す る対策 も実施 さ れていた。

しかし1990年代の社会制度の変更や社会混乱の影響で、

特別支援教育は危機を迎え るこ と と なる。 こ の時期には、

特別支援学校が廃止と なり 、 外国での教員養成の制度も

中止と な っ た。 そのため、 特別支援教育に必要な教育 プ

ロ グラ ムや教材の開発 も止ま っ て し ま っ た。

その後1990年代後半になって社会が安定し始めると、

新たな動きが始まるよ う になる。 1998年にはイ ンテ グレー

シ ョ ン教育 を起こ そ う と す る プロ ジ ェ ク ト が始ま り 、
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2003年から2008年にかけ てはイ ンク ルーシフ教育のため

のプロ グラ ムが始ま るこ と と な る。 こ の頃から、 世界的

な動向を踏まえ た特別支援教育 を整備 しよ う と する新た

な教育政策が取り 組まれるよ う にな る。

現在、 障害のあ る子 ども に対応す る機関と し ては、 聴

覚障害児のための国立保育園、 肢体不自由児のための国

立保育園、 自閉症児のための私立保育園がそれぞれ国内

に 1 つずつある。 特別支援学校は UB 市内に 6 校が整備

さ れ、 その内訳は知的障害児のための学校が 4 校、 視覚

障害児のための学校が 1 校、 聴覚障害児のための学校が

1 校であ る。そのう ち の 2 校には寮が備わっ てお り 、 国

内21の県から子どもが来てい る。 UB 市以外にも国内に

4 校が設立 さ れたと いう 情報も ある。 なおこ れら UB 市

内の特別支援学校には、 以前は軽度障害の子どもが多かっ

たが、 現在では比較的重度障害の子 ども達も在籍す るよ

う になり 始めてい る。 また数年前から、 旧 ソ連やハ ンガ

リ ーに派遣 さ れていた教員が定年退職を迎え ており 、 専

門教育 を受けた教員が少な く なり 始めてい る。 それを補

う ためかどう かは不明であるが、 2013年 1 月から特別支

援学校では心理学者、 看護師、 PT、 ソ ーシャルワーカ ー

を雇用するこ とが可能と なり 、 第55学校 (知的障害特別

支援学校) と第70学校 (知的障害特別支援学校) では心

理学者が雇用 さ れてい る。

また、 ドルノ ド県第 1 学校 (通常の学校) と エ ルデネ

ト市第 7 学校 (通常の学校) 、 ダルハン市総合学校にそ

れぞれ特別支援学級が設置 さ れてい るが、 在籍児童生徒

数はわずかである。 しかし、 こ う し た特別支援学級を担

当する教員は特別支援教育についての経験も少な く 、 設

備等の環境も不十分であり 、 今後の整備が求めら れる と

こ ろである。

また、 こ れまで特別支援学校で使用するための特別の

教科書はなかったが、 2012年から特別支援学校に対 し て

教科書を作成す る予算措置がな さ れるこ と と な っ た。 こ

れによ り 、 知的障害児のための算数 ( 1 年生用) と モ ン

ゴル語 ( 2 年生用) 、 聴覚障害児のためのモ ン ゴル語

( 4 年生用) の教科書が作成さ れてい る。 また、 特別支

援教育の教員養成に力 を入れてい く こ と や、 特別支援教

育の教員 を先進国で養成すると いう 教育科学省の方針が

示 さ れてい る。

現時点で、 特別学校に勤務する教員の資格の構成は以

下のよ う にな っ てい る。 す な わち、 Primary School (小

学校) 教員が30%、 Secondary School (中学 ・ 高校) 教

員が33%、 Defecto1ogist (PT、 CT、 ST のよ う な治療者) 
12% 、 そ の他 (Others) 25% で あ る 。 学 校 で 働 く

Defectologist は教師の位置づけ であり 、 過去に旧 ソ連で

障害児についての教育 を受けた人たちである。 今日では、

こ う した特別支援教育に携わる教員の専門性の向上が重

要な課題と な っ てい る。 
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また重い障害のあ る子 ども や遊牧民の子 ども で何ら か

の障害があ るよ う な場合に、 学校教育 を受け る機会が保

障さ れていない状況である。 こ れには社会基盤の整備も

大き く 関わっ てい る。 重度障害児者については、 そ も そ

も家の外に出る機会や手段が乏 し く 、 ま たその存在につ

い て も必ず し も把握 さ れてい ないよ う であ る。 現在、 諸

外国からの援助や政府の新しい取り 組みの中で少しずつ

状況が変わり始めてい る と いう こ と である。

ま た重度障害や肢体不自由 と い っ た障害に関わらず、

通学す る ための交通手段が制限 さ れてい る。 特にモ ン ゴ

ルの冬はマイ ナス30度 を下回る極寒であり 、 障害のある

子 ども達は保護者によ る送迎が必要と さ れる。 送迎には

自家用車や公共交通機関を使う 必要があるが、 貧困な ど

でそれがで き ない家庭の子 どもの場合には、 冬にな る と

通学で き な く な る。 ま たス ク ールバス を持 っ てい る学校

もあるが、 学校にガソ リ ン代がないために使用でき なかっ

たり 、 送迎に必要な経費 を保護者に負担 し て も ら う 必要

があ るがそれを負担でき ない家庭の子 どもは通学ができ

ない と い う こ と である。 

( 3 ) 障害のある子ど も達に関する続計的資料

モ ンゴルでは最近、 政府機関や非政府機関が障害児 ・ 

者の状況について把握する目的で様々な調査 を行 っ てい

る o

現時点で最も体系的に整理 さ れてい る資料の一つと し

て、 先に紹介し た教育科学省の資料 (2014) がある。 こ

れによ れば、 モ ン ゴル国内の学校に通う 障害のあ る子 ど

も達の人数が表 3 のよ う に示 さ れている。 括弧内の数値

はその中に含まれる女子の人数である。 ただ し こ の資料

には、 調査方法や調査対象校が記 さ れてい ないために、

通常学校に通う 者だけが記さ れてい るのか、 特別支援学

校に通う 者について も記さ れてい るのかが不明である。 

特にこの資料中には 「知的障害」 の項目がな く 、 教育科

学省の担当者に尋ねたと こ ろ 「精神病」 の中に含まれて

いるという 回答であっ た。 石倉 (2012) が報告 し た UB 
市内の特別支援学校 (知的障害) の在籍児童生徒数だけ

で も1,223人がい るこ と から、 UB 市内の特別支援学校

(知的障害) の児童生徒数が報告 さ れたか、 あ るいはそ

れらが全 く 含ま れてい ないかの どち ら かであ る と 推測 さ

れる。 また、 視覚障害が他の障害に比べて圧倒的に多い

が、 こ れま での筆者の経験からす る と こ れには 「眼鏡 を

かけ てい る者」 が含まれてい る可能性が高い と推測 さ れ

る。 「合併症」 も 何 を意味す る も ので あ るかがは っ き り

し ない。 こ のよ う に、 本デー タ につい ては分類の妥当性

や信頼性が大き く 損 なわれてい る。 しか し ながら、 こ う

し た統計資料が政府機関から発表さ れたのは恐ら く 初め

てのこ と であり 、 重要な資料と言え る。

ま たこ れ以外に も幾つかの調査報告があ る。 UB 市の

子 ども ・ 家庭開発 セ ン タ ーの報告によ れば、 UB 市内の

障害児 ・ 者の総数は34,345人で、 男性18,194人、 女性

16,151人と なっている。 この中で肢体不自由児が733人、

聴覚障害児が328人、 視覚障害児が266人、 合併症児が

521人、 病弱児が2,115人と さ れているが、 調査の方法や

障害の基準等の詳細は不明である。

2014年から2015年の学習期間に UB 市内の特別支援学

校 6 校には、 合計1,610人の児童生徒が在籍 し てい る と

いう 報告も ある。 ただ し、 重度障害の子 ども たちはこ う

し た特別支援学校の対象には含まれていない も のと 推測

さ れる。 また第25、 63学校は知的障害児のための特別支

援学校であるが、 肢体不自由の子 ども も20人程度が在籍

し てい ると いう こ と であ る。 こ れらのデータ についても、

調査の方法な どの詳細が不明である。 

( 3 ) 社会福祉について

「障害者の社会福祉についての法律」 の一部改正が行

われた (2013年2 月改正、 2014年 1 月施行)。 第6 /10の

10.4条の改正では、 「障害児の保健、 教育、 社会福祉委

員会の権利、 債務、 職業規則、 障害を確定するこ と、 障

害児 をリ ハ ビリ す る総合 プロ グラ ムを作成す るこ と や訓

練方法を、 社会福祉、 保健、 教育 を担当する国会代表が

共同で可決す る」 こ と が盛り 込ま れた。 ま た第 4 /10の

10.1条には、 「障害認定方法は以下のと おり であ る。 0 
~ 16歳までの子 ども の障害 を認定す るために医者、 教育

機関の代表、 社会福祉機関の代表が含まれる委員会が認

表 3 モ ン ゴルの学校に通 う 障害のある児童生徒の人数

(単位 : 人) 

1-5年生 (女子) 6-9年生 (女子) 10-12年生 (女子) 合計 (女子) 
視覚障害 2,513 (1,334) 2,931 (1,647) 1,776 (1,124) 7,220 (4,105) 
聴覚障害 770 ( 319) 866 ( 361) 1,124 ( 424) 2,060 ( 896) 
言語障害 1,577 ( 612) 591 ( 230) 140 ( 65) 2,308 ( 907) 
精神病 658 ( 271) 551 ( 253) 65 ( 49) 1,274 ( 573) 
肢体不自由 878 ( 420) 735 ( 366) 404 ( 229) 2,017 (1,015) 
合併症 763 ( 328) 425 ( 198) 130 ( 77) 1,318 ( 603) 
合計 7,159 (3,284) 6,099 (3,055) 2,939 (1,760) 16,197 (8,099) 
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定する」 こ と が盛り 込まれた。

すなわち、 こ れまでモ ンゴル国内には障害についての

診断や認定をするための機関や方法が整備 さ れていなかっ

た。 そのために、 医療、 保健、 社会福祉、 教育に関わる

者から な る委員会を新たに組織し、 子 どもの障害の発見

や診断、 必要な訓練や教育について体制 を整えよ う と し

てい る も のと考え ら れる。 その中心 と な る委員会は人口

開 発 社 会 福 祉 省 に 設 置 さ れ 、 Mongolian Early 
Intervention State Commission (MEISC) と 呼ば れてい

る。

ま た 障 害児 へ の手当 が、 以 前 は 1 人当 た り 月 に

Tg60,000 ( 約￥3,700) だ っ たが、 2014 年 から は

Tg103,600 (約￥6,500) に引き上げられた。 この手当は、

全国で8,500人の子 どもが受給 し てい る と いう こ と であ

る。 

2 . MNUE における改革
( 1 ) MNUEの状況

MNUE は、 モ ン ゴル国内にあ る 8 つの国立大学 (他
にはモ ンゴル国立大学、 国立技術大学、 国立医学大学、

国立農業大学、 国立防衛大学、 国立警察大学、 国立経済

大学) の一つで、 1922年に設立さ れた唯一 の国立教員養

成大学である。 MNUE の HP (2015) によ れば、 自然科

学系学校 (School of M athematics and Natural Sciences) 、

人 文 学 系 学 校 (School of Humanities and Social 
Sciences) 、 芸術体育系学校 (School of Arts and Physical 
Education) 、 学校教育系 学校 (School of Educational 
Studies) 、 教師学校 (Teachers School) の 5 学校の中に35 
の学部が設置 さ れ、 一部には博士課程の大学院も設置 さ

れている。 そこ に13,500人の学生が在籍し、 教職員数は

500人 を超え る。 ま た、 ホ ブ ド市 な どの地方都市に分校

を設置 し てい る。 モ ンゴル国内には他にも学校教員 を養

( 4 ) 当事者グループについて 成 し てい る私立大学があ ると聞 く が、 国内の学校教員の

筆者らがモ ンゴルを初めて訪れた 5 年前には、 親の会 ほと んどは MNUE の出身者と いう こ と であ る。

をは じめと する当事者グループはわずかであ っ たが、 こ 2014年に新学長と し て D Munkhjarga1 ( ムンフ ジ ヤル

の数年で さ ら に設立が進んでい る。 活動範囲も UB 市内 ガル) 氏が選出 さ れたが、 氏は日本と アメ リ カ で学んだ

だけでな く 、 地方都市にも拡大 しているとのこ と である。 研究者で、 今後は日本と MNUE と の交流拡大が期待 さ

筆者が把握 し てい る新 しい当事者 グループは以下の二 れてい る。

つである。

①Autism Association of Mongolia ( 2 ) 特別支援教育 を担当する教員の養成課程

日本から モ ンゴルに帰国し たアルタ ンゲレル氏によ つ MNUE は2013年10月に、 学校教育系学校の中に現職

て、 2014年に設立さ れた。 教員 を対象にした特別支援教育専攻科 ( 1 年制) を設置

②Autism Mongolia した。 その第 1 期生と して2014年 6 月に46人の卒業生を

ドイ ツから モ ンゴルに帰国し た代表者によ っ て2012年 送り 出し、 2015年 6 月には第 2 期生と して31人が卒業す

に設立 さ れた。 自 ら保育園 も設立 し、 自閉症児の受け入 る見込みである。 こ の専攻科のカ リ キュ ラ ムを表 4 と 5 
れを行っ ていると いう 情報がある。 に示すが、 前期に 7 科目16単位、 後期に 6 科目24単位

表 4 専攻科 (前期) の カ リ キュ ラ ム

Course name Lecture hours Seminar hours Laboratory hours Total hours 

1 Introduction to Special education 24 24 48 
2 Human normal and abnormal development 12 24 24 60 
3 Educational assessment and IEP 24 24 36 84 
4 Special education service 24 24 36 84 
5 Methodology of Special Education 12 24 24 60 
6 Working with parents and communities of disabled children 24 24 48 
7 Education for children with mental retardation 16 32 48 96 

表 5 専攻科 (後期) のカ リ キュ ラ ム

Course name Lecture hours Seminar hours Laboratory hours Total hours 

1 Education for children with hearing disabilities 16 32 48 96 
2 Education for children with visual disabilities 16 32 48 96 
3 Education for children with physical disabilities 16 32 48 96 
4 Education for children with learning disabilities 16 32 48 96 
5 Education for children with emotional/behavioral disorders 16 32 48 96 
6 Education for children with speech and language disabilities 16 32 48 96 
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(実習 3 単位を含む) を取得するこ と になっ てい る。 こ

の専攻科の卒業生を対象に大学院の設置が検討 さ れてい

る と いう こ と であるが、 詳細は未定である。

さ らに、 2015年10月からは同 じ学校教育系学校の中に

生涯教育研究学部が設置さ れ、 その中に 4 年制の特別支

援教育研究科の設置が予定さ れている。 こ れは小学校教

員免許状な どを基礎免許と し て取得し た上に、 特別支援

教育についての専門教育 を行う こ と を意図す る ものであ

る。

この新しい特別支援教育に関連する専門教育のカリ キュ

ラ ムは、 まだ明確に作成 さ れていない。 現時点 (2015年

1 月) では、 こ の専門カ リ キュ ラ ムは 1 年半で行われる

予定 と な っ てい るため、 カ リ キュ ラ ムの具体的内容 と 教

科書等の教材を急いで整備するこ とが必要と なっ ている。 

3 . 特別支援学校 (小 ・ 中) の教育課程の日蒙比較

モ ンゴル国内では、 学校教育におけ る教育課程と教育

方法の見直 しが始ま っ てい る。 旧 ソ連の影響のも と で学

校教育が整備 さ れたと き に、 記憶中心の学習方法が行わ

れていたが、 今日では現代的な教育課程と 教育方法 を整

備 し よ う と し てい る。 その整備が どう な るかは定かでは

ないが、 現在の特別支援学校の教育課程の概要について

整理す る。

UB 市の第55学校は知的障害の児童生徒を対象と した

学校である。 その教育課程表を表 6 に示すが、 教科を中

心 と し たも ので通常の学校 と 基本構造は同 じ であ る。 

「教科外活動」 と し て、 「ST、 CT、 治療的体育」 を専門

教師が実施す るこ と と な っ てい る点が通常の学校と は異

なる。 「学校全体の共通活動」 がどのよう な内容のもの

であるかは、 今回は不明であ っ たが、 時数はあま り多 く

ない。

比較のために、 日本の A 特別支援学校 (知的障害) 
での教育課程表の一つを表 7 に示す。 年間の授業時数は

第55学校では759 ~ 1120時間で、 A 特別支援学校では900 
~ 1044時間で大きな差はない。 A 特別支援学校では各教

科に時数は割り 振 っ てあ る ものの、 特に小 1 ~ 3 年生で

は全 てが 「合わせた指導」 の中に含ま れており 、 「遊び

の指導」 と 「日常生活の指導」 が指導時間の全てと なつ

表 6 第55学校 (知的障害児特別学校) のカ リ キュ ラ ム

科目 , II m IV v VI Ⅶ 
-vn IX 

教科 

モンゴル語 264 264 280 280 175 175 175 175 175 
数学 132 132 140 140 105 105 105 105 105 
英語 70 70 70 70 70 
情報処理 (パソコン) 70 70 70 70 70 
社会性・ 暮らしの知恵 99 99 105 105 105 70 70 70 70 
歴史 70 70 70 70 
地理 70 70 70 70 
.:立 白、 
日本 66 66 70 70 70 70 70 70 70 
健康 35 35 35 35 
体育 66 66 70 70 70 70 70 70 70 
作業 ・ 絵 99 99 105 105 105 
作業 ・ ものづく り 140 175 210 280 

教科外 

活動 

S T , 0 T , 治療的体育 授業時間20分 

学校全体の共通活動 33 33 35 35 35 35 35 35 35 
1年間の合計単位数 759 759 805 805 945 980 1015 1050 1120 

1 週間分単位数 23 23 24.4 23 27 28 29 30 32 
1日の分単位数 4.6 4.6 4.9 4.6 5.4 5.6 5.8 6 6.4 

(説明)
1 . 前期後期合計で I - II 年生に33週間、 Ill - IX年生が35週間授業する。 1 時間の授業時間は40分とする。

2 . 学校の特徴、 教師の数や知識により授業の内容を柔軟に実施するこ とが可能。

3 . 「社会 ・ 暮ら しの知恵」 には I - V年生で、 人間 ・ 環境、 人間 ・ 自然、 人間 ・ 健康、 暮ら しの生き方 を教育す る

4 . リ ハ ビリ テーシ ョ ンが必要と さ れる授業 を専門家の先生が担当す るが、 所属す る生徒は I - II 年生には 1 週間に 4 回、 3 年生

には 3 回、 IV- IX年生に 2 回を個別指導と し て行う

5 . 学校全体の共通活動は、 生徒全員 を発達させるために行う

6 . 体育、 音楽、 絵の授業 を専門の先生が担当す るが、 Ⅷ IX年生に作業 ・ 物つ く り の授業内容 を生徒それぞれの興味や希望に応

じ て、 グループに分け るこ と が可能 と す る。 
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ている。 日本の特別支援学校 (知的障害) の教育課程は、

「教科別の指導」 だけでな く こ う し た 「領域 ・ 教科を合

わせた指導」 であ っ たり 、 「自立活動 を主と し た教育課

程」 な どの特例が認めら れてい る。

こ のよ う に日本では、 児童生徒の発達や障害の程度に

応 じ て教育課程を編成するこ と が求めら れてい る。 し か

し モ ンゴルにおいては、 石倉 (2012) が指摘 し ていたよ

う に、 教育行政上は学年通り の教科を指導するこ とが求

めら れてい る。 表 6 下の 「説明」 の 2 にあ るよ う に 「授

業の内容 を柔軟に実施す るこ と が可能」 とはな っ てい る

ものの、 教科の枠組みそのものは変更す る こ と が認めら

れてい ないよ う であ る。 し かも そのための教材 (教科書

を含む) が未整備で、 通常の学校で使用する物 しかなけ

れば、 指導が困難を極めるこ とは容易に想像でき る。

今後の方向性と し ては 2 つが考え ら れる。 1 つは日本

のよ う に児童生徒の状態に応 じた柔軟な教育課程の編成

ができ るよ う に し てい く か、 も う 1 つは今のよ う に教科

中心の教育課程のままで知的障害等に応 じた教科内容と

教材の開発 を行う かであ る。 いずれの場合にも、 通常の

学校の教育課程と の整合性が必要にな る。 そのこ と は特

別支援教育 を推進 し てい く 際の重要で基本的な枠組みに

な る と 考え ら れる。 

4 . モ ンゴルの特別支援教育の体制整備に向けた

展望と課題

モ ンゴルにおけ る特別支援教育の体制整備を進めてい

く 上での課題は、 以下のよ う にま と めるこ と ができ る。

( 1 ) 障害の診断や認定のための方法と仕組み

特別支援教育に関連する障害でいえば、 視覚障害、 脳

性麻痺などの肢体不自由、 知的障害や自閉症、 学習障害

な どの神経発達症群等に関する概念と診断法及び診断技

術は早急に整備する必要がある。 こ れは主に医学領域の

こ と ではあ るが、 社会基盤と し て重要である。

またそう した診断等の機会を どのよ う に提供 し てい く

かも課題であ るが、 日本の乳幼児健診又は就学前検診の

よ う な仕組みはそのモ デルにな る と 考え ら れる。 社会基

表 7 兵庫県内の県立特別支援学校 (知的障害) の教育課程

科目 小 1 小 2 小 3 小 4 小 5 小 6 中 1 中2 中3 

教科 

生活 0 
(360) 

0 
(360) 

0 
(360) 

0 
(360) 

0 
(360) 

0 
(360) 

国語 0 
(72) 

0 
(72) 

0 
(108) 

0 
(126) 

0 
(126) 

0 
(126) 

0 
(72) 

0 
(72) 

0 
(72) 

社会 0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

算数 0 
(72) 

0 
(72) 

0 
(108) 

0 
(126) 

0 
(126) 

0 
(126) 

数学 0 
(72) 

0 
(72) 

0 
(72) 

理科 0 
(18) 

0 
(18) 

0 
(18) 

音楽 0 
(72) 

0 
(72) 

0 
(72) 

36 
(36) 

36 
(36) 

36 
(36) 

36 
(36) 

36 
(36) 

36 
(36) 

図画工作 0 
(72) 

0 
(72) 

0 
(72) 

0 
(72) 

0 
(72) 

0 
(72) 

美術 72 
(36) 

72 
(36) 

72 
(36) 

家庭 

技術 (職業) 家庭 36 
(108) 

36 
(108) 

36 
(108) 

体育 0 
(72) 

0 
(72) 

0 
(72) 72 72 72 

保健体育 72 
(72) 

72 
(72) 

72 
(72) 

外国語 0 
(18) 

0 
(18) 

0 
(18) 

道徳 0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

特別活動 学級活動 0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

0 
(36) 

36 
(108) 

36 
(108) 

36 
(108) 

自立活動 0 
(108) 

0 
(108) 

0 
(108) 

0 
(108) 

0 
(108) 

0 
(108) 

0 
(144) 

0 
(144) 

0 
(144) 

合 わ 
せた 
指導 

遊びの指導 360 360 432 
日常生活の指導 540 540 540 540 540 540 396 396 396 
生活単元学習 360 360 360 180 180 180 
作業学習 180 180 180 

総合的な学習の時間 36 36 36 
年間総授業時数 900 900 972 1008 1008 1008 1044 1044 1044 

週当たり授業時数 25 25 27 28 28 25 29 29 29 
( ) は合わせた指導の授業時数
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盤が十分に整備 さ れていない状況の中で、 子 ども たちの

健康 を守り 、 発達を支え るための新 しい仕組みが求めら

れる。 

( 2 ) 精度の高い続計調査

特別支援教育に限らず、 障害児者福祉や様々な社会基

盤を整備す る上で、 障害児者の人数等について精度の高

い統計調査 を行 う 必要があ る。 そのためにも、 前述の障

害の診断や認定のための方法と仕組みは重要であ る。 そ

の上で、 一定程度の ト レーニ ングを受け た調査員 な どに

よ る全国調査を行う こ と で、 信頼性の高い調査を行う こ

と が可能になる と 考え ら れる。 

( 3 ) ナ シ ョ ナルセ ン タ ーの設置

特別支援教育についての調査 ・ 研究、 政策提言、 研究

者や専門職の養成や研修の役割 を果たすナ シ ョ ナルセ ン

タ ーの設置が求めら れる。 現在、 M NUE がその一部 を

担っ ている様子であるが、 専門機関の設置が求めら れる。 

( 4 ) 特別支援教育を含んだ教師教育

特別支援学校の教員養成についてはすでに MNUE で

の取り 組みが始ま っ ており 、 その充実 を図るこ と は重要

である。 その際、 特別支援学校の専門教員養成にと どま

らず。 通常の学校においても特別支援教育に関し て理解

し てい る教員 を増やし てい く こ と が望まれる。 教員養成

全体における特別支援教育の位置づけ を工夫し てい く こ

と が求めら れる。 

( 5 ) 特別支援学校の教育課程の検討

特別支援学校の教育課程を今後も教科中心と し てい く

のか、 あ るいは障害や発達の状態に応 じ て柔軟な編成 を

認めるよ う にするのか、 通常学校の教育課程と の整合性

を図り ながら検討 し てい く こ と が求めら れる。 こ のこ と

が、 イ ンク ルーシフ教育 を推進 し てい く ための重要な契

機になる と考え ら れる。 

5 . 今後について

モ ンゴルにおけ る特別支援教育に関連する体制の整備

は、 筆者ら がモ ン ゴルを訪れた頃には想像も で き なかっ

たよ う なス ピー ドで実現 さ れつつあ る。 そ し て本学 と筆

者は、 現在進行形でその一端に関わり 続け る機会に恵ま

れている。 石倉 (2013) は、 モ ンゴルが今後、 障害児支

援のための制度 を整え てい く にあ たり 、 「日本の制度や

理念、 知識や技術な どが本当に役に立つものであるかど

う か」 が問われるこ と を指摘 し た。 現時点では、 それら

が一定程度は受け入れら れてい るこ と に安堵し てい る。 

しかし、 モ ンゴルでの障害児支援の体制が整備 さ れるに

従い、 特別支援教育のための真に必要な体制整備と は何

25 

か、 ソ ー シ ヤルイ ン ク ルー ジ ョ ンに と っ て不可欠 な も の

は何か、 と いう 根本的なテーマが突き付け ら れてい る思

いが し てい る。 モ ンゴルと の関係を通 し て、 私たち自身

の専門性が逆照射 さ れる形で問われ続け てい る。 

※本報告は、 平成25年度兵庫海外研究ネ ッ ト ワ ーク

(HORN) 事業及び平成26 年度兵庫教育大学外国人研

究者短期招へい プロ グラ ムの助成を受け て実施 し たも

のの一部であ る。 
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